
　ファミリー・サポート・センター事業とは、
子育てを支援したい方・支援を受けたい方に
会員となってもらい、センターで依頼会員の
希望に合った協力会員を紹介し、子育て世帯
を支援する制度です。
　早朝や夕方の送迎を担っていただける協力
会員を募集しています。
支援の内容／保育所や習い事などへの児童の
送迎、児童の預かり　※児童は原則として、
協力会員宅で預かります。児童が病気の場合、
原則として預かりません
援助活動の報酬／平日の７時～19時＝１時間
７００円、上記以外の時間・土・日・祝日＝１時
間８００円　※車による送迎がある場合は、１回
につき１００円が加算

新規「協力会員」を対象に子育てサポーター養成講座を開催します

ところ／箕田公民館　　費用／無料
その他／すでに協力会員で３年以上応急手当講習を受講していない方は、③のみ受講してください
申込み・問い合わせ／９月29日㈫までに直接又は電話でファミリー・サポート・センター（箕田児童センター
内・☎597-1651）、子育て支援課（内線2634）

空いてる時間を活用して子育て世帯を応援してみませんか

恋たま
ホームページ

　SAITAMA出会いサポートセンター（恋たま）は、県・市町村・民間企業等が
一体となって運営する結婚支援センターです。新たな出会いを見つけてみませんか。
　₇月末現在の登録者3,８８6人で2018年の開設以来58組のカップルが成婚退会しています。
とき／10月３日㈯  10時～16時
ところ／吹上生涯学習センター
入会条件／結婚を希望し、自ら婚活の意思がある20歳以上の独身男女、県内に在住・
在勤又は近い将来埼玉県へ移住をお考えの方、スマートフォンをお持ちの方
利用登録料／市内在住の方は割引料金適用で１１,０００円（税込・２年間有効）
申込み／事前に、恋たまホームページから入会申込及び来所予約をしてください
問い合わせ／ SAITAMA出会いサポートセンター運営協議会事務局

（火～日曜日11時～18時30分・☎048-789-7721）

出張登録会を開催

ファミリー・サポート・センター事業「協力会員」の募集ファミリー・サポート・センター事業「協力会員」の募集

▪講座内容（全４回）　時間はいずれも9時30分～12時30分
とき 内容 講師

① 10月７日㈬ 開講式、制度の概要と子どもの現状、身体の発達と病気、
子どもの安全と事故、保育のこころ 保健師、保育士

② 10月８日㈭ 障がいのある子の預かり、親の理解と関わり方、子ど
もの食の安心・安全について

保育士、 家庭児童相談員、
管理栄養士

③ 10月14日㈬ 応急手当講習 鴻巣消防署職員

④ 10月15日㈭ 子育てサポーターとしての心構え、センターの現状説
明・体験発表、閉講式 子育てアドバイザー

鴻巣市ファミリー・サポート・センター
アドバイザー

①依頼①依頼①依頼

④承諾④承諾④承諾

③承諾③承諾③承諾

②打診②打診②打診

依頼会員 協力会員

⑤事前の打ち合わせ

⑦利用料金の支払い

⑥援助活動の実施

同居している生後６か月から
小学６年生までのお子さんの
いる市内在住・在勤の方

育児や保育に理解と熱意があ
り、心身ともに健康でご自宅に
おいてお子さんを預かれる市
内在住の方

協力会員も依頼会員もファミリー・サポート・センター会員として登録が必要です。
◎協力会員は、原則下記の「子育てサポーター養成講座」の受講をお願いしています
◎入会金及び年会費はありません
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